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  規　　　　　則  

　山形県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成19年３月30日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第52号

　　　山形県県税規則の一部を改正する規則

　山形県県税規則（昭和29年６月県規則第42号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第４条」を「第４条の４」に改める。第３条第１項中「吏員を」を「職員を」に改める。

　第１章第１節中第４条の次に次の３条を加える。

　（電子情報処理組織による申請等）

第４条の２　山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成18年12月県条例第62号。以下

「情報通信技術利用条例」という。）第３条第１項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等（法人等の

県民税及び法人の事業税に係るものに限る。）を行う者は、住所及び氏名（法人にあつては、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名）、対象とする手続の範囲その他知事が必要と認める事項をあらかじめ知事に届け出

なければならない。

２　知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知す

るものとする。ただし、当該届出をした者が既にこれらを通知されている場合は、この限りでない。

３　第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を知事に

届け出なければならない。

第４条の３　前条第１項の申請等を行う者は、申請等を書面等（情報通信技術利用条例第２条第３号の書面等をい

う。以下この項において同じ。）により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととさ

れている事項並びに前条第２項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を当該申請等を行う者の使用に係

る電子計算機（知事が定める技術的基準に適合するものに限る。）から入力してこれらを送信することにより申

請等を行わなければならない。

２　前条第１項の申請等を行う者（税理士法（昭和26年法律第237号）第２条第１項第２号に規定する税務書類の作

成を委嘱する者（当該作成を委嘱された者が、前条第１項の申請等を行う場合に限る。）を除く。）は、当該申請

等に係る情報に電子署名（山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成19年１月県規則

第４号。以下「情報通信技術利用規則」という。）第２条第２項第２号に規定する電子署名をいう。）を行わなけ

ればならない。

第４条の４　第４条の２第１項の申請等については、前２条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定める

ところによる。

　第24条の４第１項第２号及び第３項中「控除しきれない」を「控除することができない」に改める。

　第41条の３中「出納長」を「会計管理者」に改める。

　第41条の18第１項及び第２項中「附則第17条第３項」を「附則第17条第４項」に改め、同条第３項を削る。

　第41条の19の見出し中「附則第17条第６項」を「附則第17条第７項」に改め、同条第１項中「附則第17条第６項」

を「附則第17条第７項」に改め、同項第１号中「附則第17条第４項又は第５項」を「附則第17条第５項又は第６項」

(毎週火・金曜日発行)
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に改め、同条第２項中「附則第17条第６項」を「附則第17条第７項」に、「本項」を「この項」に改める。

　別記第１号様式及び別記第１号の２様式中「山形県事務吏員」を「山形県職員」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第５号様式（表）及び別記第11号様式から別記第11号の６様式までの規定中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

を　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第62号様式及び別記第64号様式（表）中「山形県出納長」を「山形県会計管理者」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第82号様式及び別記第82号の２様式中　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

める。

　別記第87号様式を次のように改める。

山 形 県 出 納 長

山 形 県 会 計 管 理 者

山 形 県 出 納 長 山 形 県 会 計 管 理 者
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　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第89号様式中　 山　形　県　出　納　長　 を　　　　　　　　　　　　　　に、「山形県出納長　殿」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

「山形県会計者　殿」に改める。

  別記第93号様式（表）及び同様式別表３中「収入役保管額」を「会計管理者保管額」に改める。

　別記第112号の４様式中「山形県事務吏員」を「山形県職員」に改める。

　別記第162号の４様式及び別記第162号の11様式中「山形県出納長」を「山形県会計管理者」に改める。

   　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。

　（様式に関する経過措置）

２　改正前の山形県県税規則により作成した用紙で改正後の山形県県税規則に相当規定のあるものは、当分の間使

用することができる。

山 形 県 会 計 管 理 者
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